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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
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【公開番号】特開2018-15128(P2018-15128A)
【公開日】平成30年2月1日(2018.2.1)
【年通号数】公開・登録公報2018-004
【出願番号】特願2016-146394(P2016-146394)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２６Ｚ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３３４　

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月13日(2018.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品を制御するための制御手段と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力する出力手段とを備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様に
より波形が立ち上がる第２出力状態とのいずれかの出力状態に設定可能であり、
　当該出力手段と同一基板内に前記他の出力手段が設けられており、
　前記出力手段は、前記第２出力状態に設定されており、
　前記出力手段は、複数の異なるグループにグループ化された特定信号出力部からパラレ
ル通信方式による特定信号を出力可能であり、
　前記特定信号出力部からの前記特定信号の出力タイミングは、グループごとに異なる
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　電気部品を制御するための制御手段と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力する出力手段とを備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様に
より波形が立ち上がる第２出力状態とのいずれかの出力状態に設定可能であり、
　当該出力手段が設けられている基板と配線部材を介して接続された他の基板に前記他の
出力手段が設けられており、
　前記出力手段は、前記第１出力状態に設定されており、
　前記出力手段は、複数の異なるグループにグループ化された特定信号出力部からパラレ
ル通信方式による特定信号を出力可能であり、
　前記特定信号出力部からの前記特定信号の出力タイミングは、グループごとに異なる
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（手段１）本発明による遊技機は、電気部品（例えば、発光体ユニット７１～７４を構成
する複数の発光体や天枠ＬＥＤ９ａ、左枠ＬＥＤ９ｂ、右枠ＬＥＤ９ｃ、可動部材５１～
５４を動作させるための動作用モータ６０Ａ～６０Ｃ）を制御するための制御手段（例え
ば、演出制御用マイクロコンピュータ１２０）と、制御手段からのシリアル通信方式によ
る制御信号に応じて、電気部品を駆動させるための特定信号（例えば、各ドライブ出力端
子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信号）を出力する出力手段（例えば、発光体ド
ライバ４１１、モータ駆動ドライバ４１２、発光体ドライバ４１３ａ～４１３ｃ）とを備
え、出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定態
様により波形が立ち上がる第１出力状態（例えば、通常のスルーレートの出力状態（図１
４（１）参照））と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様により波形が立ち上がる第
２出力状態（例えば、低スルーレートの出力状態（図１４（２）参照））とのいずれかの
出力状態に設定可能であり（例えば、Ｓ端子をＬ（ロー）に設定すれば通常のスルーレー
トの出力に設定され、Ｓ端子をＨ（ハイ）に設定すれば低スルーレートの出力に設定され
る（図１３参照））、当該出力手段と同一基板内に他の出力手段が設けられており（例え
ば、図７に示すように、発光体制御基板１６Ｃ上に複数の発光体ドライバが搭載されてお
り、制御信号が同じ発光体制御基板１６Ｃ上の発光体ドライバ間で順次伝送される）、出
力手段は、第２出力状態に設定されており（例えば、図１７に示すように、発光体制御基
板１６Ｃ上に搭載された発光体ドライバ４１１ではＳ端子がＨ（ハイ）に設定され低スル
ーレートの出力状態に設定されている）、出力手段は、複数の異なるグループにグループ
化された特定信号出力部（例えば、各ドライバ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１）か
らパラレル通信方式による特定信号（例えば、各ドライバ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～
Ｑ１１からの出力信号）を出力可能であり（例えば、２４チャネルのシリアル－パラレル
変換回路の場合、図１６に示すように、１グループあたり４チャネルごとの６グループに
グループ分けされている。また、１２チャネルのシリアル－パラレル変換回路の場合、１
グループあたり４チャネルごとの３グループにグループ分けされている。）、特定信号出
力部からの特定信号の出力タイミングは、グループごとに異なる（例えば、図１６に示す
ように、ドライバ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信号の出力タイミング
がグループごとに分散されている）ことを特徴とする。そのような構成によれば、誤動作
防止のための制御信号のノイズ耐性を高めることができる。また、基板からの電波放射を
より一層抑制することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（手段２）本発明による遊技機の他の態様は、電気部品（例えば、発光体ユニット７１～
７４を構成する複数の発光体や天枠ＬＥＤ９ａ、左枠ＬＥＤ９ｂ、右枠ＬＥＤ９ｃ、可動
部材５１～５４を動作させるための動作用モータ６０Ａ～６０Ｃ）を制御するための制御
手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１２０）と、制御手段からのシリアル通
信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させるための特定信号（例えば、各ドラ
イブ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信号）を出力する出力手段（例えば
、発光体ドライバ４１１、モータ駆動ドライバ４１２、発光体ドライバ４１３ａ～４１３
ｃ）とを備え、出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態
を、所定態様により波形が立ち上がる第１出力状態（例えば、通常のスルーレートの出力
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状態（図１４（１）参照））と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様により波形が立
ち上がる第２出力状態（例えば、低スルーレートの出力状態（図１４（２）参照））との
いずれかの出力状態に設定可能であり（例えば、Ｓ端子をＬ（ロー）に設定すれば通常の
スルーレートの出力に設定され、Ｓ端子をＨ（ハイ）に設定すれば低スルーレートの出力
に設定される（図１３参照））、当該出力手段が設けられている基板と配線部材（例えば
、フレキシブルケーブル、ワイヤハーネス）を介して接続された他の基板に他の出力手段
が設けられており（例えば、図１１（２）に示すように、発光体ドライバ４１３ａ～４１
３ｃはそれぞれ異なる発光体制御基板１６Ｄ～１６Ｆ上に搭載されており、制御信号が異
なる発光体制御基板１６Ｄ～１６Ｆに搭載された発光体ドライバ４１３ａ～４１３ｃ間で
順次伝送される）、出力手段は、第１出力状態に設定されており（例えば、図１９に示す
ように、発光体制御基板１６Ｄ～１６Ｆ上に搭載された発光体ドライバ４１３ａ～４１３
ｃではＳ端子がＬ（ロー）に設定され通常のスルーレートの出力状態に設定されている）
、出力手段は、複数の異なるグループにグループ化された特定信号出力部（例えば、各ド
ライバ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１）からパラレル通信方式による特定信号（例
えば、各ドライバ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信号）を出力可能であ
り（例えば、２４チャネルのシリアル－パラレル変換回路の場合、図１６に示すように、
１グループあたり４チャネルごとの６グループにグループ分けされている。また、１２チ
ャネルのシリアル－パラレル変換回路の場合、１グループあたり４チャネルごとの３グル
ープにグループ分けされている。）、特定信号出力部からの特定信号の出力タイミングは
、グループごとに異なる（例えば、図１６に示すように、ドライバ出力端子Ｑ０～Ｑ２３
，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信号の出力タイミングがグループごとに分散されている）こと
を特徴とする。そのような構成によれば、誤動作防止のための制御信号のノイズ耐性を高
めることができる。また、基板からの電波放射をより一層抑制することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（手段３）手段１または手段２において、動作を行う可動部材（例えば、可動部材５１～
５４）を備え、可動部材を動作させる駆動手段（例えば、動作用モータ６０Ａ～６０Ｃ）
は、出力手段の同一グループの特定信号出力部から出力される特定信号にもとづいて駆動
される（例えば、図１８に示すように、同じ動作用モータに入力される信号に関しては、
同じグループに属するドライブ出力端子に接続される）ように構成されていてもよい。そ
のような構成によれば、基板からの電波放射を抑制しつつ、駆動手段の駆動精度の低下を
抑制することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（手段４）手段１から手段３のうちのいずれかにおいて、出力手段は、制御信号を入力し
てから所定期間（例えば、１秒）経過後に特定信号の出力を停止する停止機能（例えば、
タイムアウト機能）を有する（例えば、Ｔ端子をＨ（ハイ）に設定することによってタイ
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ムアウト機能が有効状態に設定される。図１３参照。）ように構成されていてもよい。そ
のような構成によれば、配線不具合などによる動作不具合を回避でき、電気部品を安定し
て制御することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（手段５）手段４において、制御信号を継続して出力するための制御信号継続手段（例え
ば、演出制御用マイクロコンピュータ１２０は、演出制御プロセス処理（ステップＳ６５
参照）において、少なくとも所定期間（本例では、１秒）ごとに繰り返し制御信号を出力
することによって、発光体ユニット７１～７４を構成する複数の発光体や天枠ＬＥＤ９ａ
、左枠ＬＥＤ９ｂ、右枠ＬＥＤ９ｃの点灯制御を継続して実行したり、動作用モータ６０
Ａ～６０Ｃの駆動制御を継続して実行したりするように制御している）を備えるように構
成されていてもよい。そのような構成によれば、出力手段の停止機能に対応した制御を実
現することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
（手段６）手段４または手段５において、出力手段は、停止機能を有効または無効に設定
可能である（例えば、Ｔ端子をＬ（ロー）に設定することによってタイムアウト機能が無
効状態に設定され、Ｔ端子をＨ（ハイ）に設定することによってタイムアウト機能が有効
状態に設定される。図１３参照。）ように構成されていてもよい。そのような構成によれ
ば、用途に応じた出力手段の停止機能の設定変更が可能となり、部品共通化によりコスト
を削減することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
（手段７）手段１から手段６のうちのいずれかにおいて、制御手段は、第１基板（例えば
演出制御基板１２など）に設けられ、動作を行う可動部材（例えば可動部材５１～５４な
ど）を備え、制御手段は、第１基板と、該第１基板とは異なる第２基板とが接続されてい
る場合に、可動部材の状態を検出可能な検出手段（例えば可動部材位置センサ６１など）
からの信号にもとづいて、可動部材の異常報知を実行可能であり（例えば演出制御メイン
処理のステップＳ５８～Ｓ６０などを参照）、第１基板と、第２基板（例えば演出制御用
中継基板１６Ａなど）とが未接続状態である場合に、可動部材の異常報知を行わないよう
に制御する（例えば演出制御メイン処理のステップＳ５７などを参照）ように構成されて
いてもよい。そのような構成によれば、製造段階や開発段階における作業効率を向上でき
る。
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